
診療科目：内科・外科・小児科
場　　所：弘前市総合保健センター１階
　　　　　弘前市野田二丁目７番地１
電話番号：34-1131（受診の前に電話連絡をお願いします。）
受付時間：夜間＝内科・小児科　19：00～22：30（年中無休）
　　　　　休日＝内科・外科・小児科　10：00～16：00
　　　　　　　（日曜、祝日、８月13日、12月31日～１月３日）

（１）初期（一次）・二次救急医療機関で対応できない重篤な方が対象です。
（2）医療機関からの紹介または救急搬送された方に対応します。
（3）365日24時間受け入れします。

※診療費以外の負担（選定療養費）を求められる場合があります。（下記参照）

休日における歯科など、特定の診療科目の急病にそなえ休日在宅当番医を決めています。
当番日や当番医は、広報ひろさき、市のホームページ、市公式LINE、新聞及びインター
ネットで確認できます。
※受診するときは、当番医に電話連絡をお願いします。
　弘前市医師会　　https://hirosaki-med.jp/
　弘前歯科医師会　https://www.hirosaki.or.jp/

診　療　科

歯科 9：00～12：00

10：00～16：00

9：00～12：00内科 毎週日曜日

眼科
耳鼻咽喉科

４週に１度の日曜日、
５月３日～５日及び12月31日～１月３日

毎週日曜日、
祝日及び12月31日～１月３日

診　療　日

担当病院（輪番制）

弘前総合医療センター 富野町１番地

※音声ガイダンスで
　お知らせします。

050-5846-7780健生病院

受付時間

扇町二丁目２番地２

弘前大学医学部附属病院
高度救命救急センター

・弘前大学医学部附属病院
・高度救命救急センター

内科・外科
小児科

内科・外科 本町53番地

全診療科目 本町53番地

内科・外科
小児科

当番担当科目

夜間（毎日）

医療機関 医療科目 住　所

17：00～翌8：30
日曜・休祝日
8：30～翌8：30

住　所

診療時間 診療費以外の負担を求められることがあります
　厚生労働省が進める医療機関の機能分担として、一定規模以上の病院では、選
定療養費を徴収することとしています。休日、夜間等においても紹介状を持たず
に外来受診する場合、診療費とは別に、定額負担（選定療養費）を求められること
があります。※選定療養費は子ども医療費給付等の対象外です。
　詳しくは、厚生労働省または各医療機関のホームページでご確認いただくか、
受診時に各医療機関にお問い合わせください。

（１）比較的症状の軽い方（入院や手術の必要のない方）が対象です。
（2）お薬は院外処方せんにより、調剤薬局でお願いします。
（3）急患診療所の受付時間外は、医療機関紹介電話（050-5846-7780）※へ電話し
てください。
※時間帯に応じて内科・外科・小児科等の当番医の病院名、電話番号を音声ガイダンス
でお知らせします。

（4）診察の結果、さらに検査や治療が必要になった場合は二次輪番病院へ紹介します。

（１）入院や手術の必要な方が受診対象です。
（2）輪番方式で対応する病院群輪番制により実施しています。参加病院は下表のとおり。
（3）受診の前に医療機関紹介電話（050-5846-7780）※へ電話してください。
※時間帯に応じて内科・外科・小児科等の当番医の病院名、電話番号を音声ガイダンスで
お知らせします。

受診の前に医療機関
紹介電話で当番医を
確認してください。

弘前市急患診療所【初期（一次）救急医療機関】

休日在宅当番医（歯科・眼科・耳鼻咽喉科・内科）
【初期（一次）救急医療機関】

二次輪番病院【二次救急医療機関】

弘前大学医学部附属病院【三次救急医療機関】

㉟


